




　防衛施設の建設工事の発注は、原則として一般競争入札によることとし、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要
素も考慮する総合評価落札方式を適用しています。
　また、県内企業の受注機会拡大の施策として、一定額未満の建設工事について地域評価型の総合評価落札方式を
採用し、地産品の使用状況や地元企業の採用状況などの地域貢献度を評価項目とするほか、分離・分割発注の検討、
競争参加資格の緩和、地域優良企業活用ＪＶ、複数工事の一括審査及び国の工事成績に加え地方公共団体の工事成
績も評価するなどの施策を実施しているところです。
　沖縄防衛局の平成２７年度における建設工事契約実績は、総契約件数９８件、総契約金額約４４８億円でした。この
うち、県内企業の契約実績は、件数で８９件、金額で約２６６億円、全体に占める割合は、件数で約９１％、金額で約５９
％で、県内企業の受注率は高い水準となっています。平成２７年度の県内企業の入札参加総数は、延べ９５７社（工事１
件あたり平均約９.８社）でした。
　なお、平成２６年度において、県内企業の契約金額における受注率が３０％と低くなっていますが、県外企業による大
型工事の受注が多かったためであり、県内企業の受注件数は７６件（８４％）、契約金額自体は２４３億円と、平成２５年
度に比べ高い実績となっています。
　これは、当局が実施している県内企業の工事受注機会確保の施策によるものと考えており、今後とも引き続き関係法
令の枠組みの中で、県内企業の受注機会確保に努めて参ります。
　県内企業の皆様の積極的な入札参加をお待ちしています。

県内企業の工事受注機会確保と平成２７年度建設工事契約実績

　６月９日、北中城村役場において、「特定給付金に係る地権者説明会」を開催しました。
　「特定給付金」とは、いわゆる「跡地利用特措法」に基づき米側から返還された土地（返還跡地）の所有者に対
し支給される給付金です。
　返還跡地の所有者は、当該土地を使用かつ収益していない
場合、同法に基づき、当該土地の引渡し後３年間給付金が
支給されますが、返還跡地において土地区画整理事業が行
われる時は、さらに一定期間この「特定給付金」が支給され
ることになります。
　今般、キャンプ瑞慶覧旧泡瀬ゴルフ場跡地が特定給付金の
支給対象となったことから、北中城村軍用地等地主会と北中
城村アワセ土地区画整理組合からの依頼を受け、土地所有
者に対し、特定給付金の制度や支給期間などについて説明を
行いました。
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説明会の様子

注：県内企業を含む建設共同企業体(ＪＶ)は、件数を県内に含めた金額を出資比率で按分

（参考）過去３年間における建設工事受注実績

特定給付金に係る地権者説明会開催












